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※受給手続きには個人番号確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。

離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力（健康状態・家庭環境など）が

あり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。

離職されたみなさまへ

② 失業の状態ですぐに働ける方とは

◆このパンフレットは、離職されたみなさまに特に重要なことを記載しています。詳しくは、お近くのハロー
ワークにお問い合わせください。また、あわせて「離職票－２」の裏面もお読みください。

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職できる

よう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」には、一般被

保険者に対する「基本手当」、高年齢被保険者（※１）に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例

被保険者（※２）に対する「特例一時金」などがあります。

以下、最も代表的な「基本手当」（いわゆる失業手当）を中心に、その内容や手続きを説明します。

※１ 65 歳以上の方であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方

※２ 季節的業務に期間を定めて雇用されている方、季節的に入・離職されている方

②以降を参照してください

４ページの⑩を参照してください

病気、出産、育児、不妊治療、負傷などで

すぐに働けない方は受給期間延長申請を

失業の状態ですぐに働ける方は

受給資格決定の手続きを

（求職者の方へ）

厚生労働省 ハローワーク （R6.4）

① 雇用保険の求職者給付とは

事業を開始等した方は

受給期間の特例申請を

５ページの⑪を参照してください
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再就職のために
ハローワークを活用して
職業相談を!!
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申込み方法①：ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、「ハローワーク
インターネットサービス」にアクセスし、オンライン上の求職登録を事
前に行う。

申込み方法②：ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で、求職申込み情報を入力（仮
登録）後に、窓口で申込み手続きを行う。 ※求職申込書（筆記式）もご用意しています。

＜留意事項＞
・ 求職者マイページは、ハローワークおよびハローワークインターネットサービスを利用して就職活動を行うことを希望する方を対
象に、求人情報の検索・閲覧など仕事探しに必要なサービスを提供するものです。
・「求職者マイページ」を開設するには、ハローワークへの求職登録が必要です。求職が無効となった場合、一部サービスが利用でき
なくなります。
・ マイページを開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレス、パソコン、スマートフォンなどが必要です。

求職申込み手続きのご案内
求職申込み手続きは、どのハローワークでも受け付けています。
ただし、雇用保険受給手続きなどを行う場合は、住所を管轄するハローワークで手続きする必要
があります。

求職者マイページのご案内

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、ご自宅のパソコ
ンやタブレット、スマートフォンから以下のサービスが利用でき、お仕事探しがより便利になり
ます。
○ 求人の検索条件や気になった求人を保存することができます。
○ ハローワークでご紹介した求人内容や応募履歴を確認することができます。
○ メッセージ機能により、応募した求人の担当者とやりとりできます。ハローワークから求人
情報やお知らせをお送りする場合もあります。

○ 登録した情報の確認や変更ができます（※雇用保険の失業給付等を受給されている方は、変更内容によって、別途

給付窓口での手続きが必要になる場合があります。詳しくは受給をされているハローワーク窓口までお問い合わせください。）。

○ ハローワークから職業紹介（オンラインハローワーク紹介）を受けることができます。
○ 求人に直接応募（オンライン自主応募）することができます。

※オンライン自主応募はハローワーク紹介とはならないため、再就職手当等の受給を検討
されている方はご注意ください。

雇用保険受給開始までの求職申込み手続きの流れ

（推奨）

オンライン上の求職登録完了
(オンライン登録者) 

①ご自宅のパソコンやスマートフォンから
ハローワークインターネットサービスにアクセスし
求職者マイページアカウント登録を行う

アカウント登録完了後１４日以内に求職情報を登録し、
求職者マイページを開設する。

給付を受給するハローワークの相談窓口でのご相談
(※受給資格決定日と同日でも可)

＜窓口＞

職業相談、求人情報の提供、応募書類の作成アドバイス、職業紹介などの
各種サービスをご利用いただけます

②ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求職申込み情報を入力（仮登録）する

※「求職申込書」（筆記式）もご用意しています

申込み手続きを行う
（申込み内容や希望条件の確認など）

＜窓口＞

求職申込み受付完了（ハローワーク受付票を交付）

開設を希望する方は、窓口にお申し出ください。
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（※職業相談、職業紹介を実施しています。）

名 称 所在地等 開庁時間

ワークプラザ天文館

〒892-0842

鹿児島市東千石町 1-38

鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）6 階

（099）223-8010

月～金 9 時 30 分～18 時 00 分

第 2・第 4 土曜日

10 時 00 分～17 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

鹿 児 島 新 卒 応 援

ハ ロ ー ワ ー ク

〒892-0842

鹿児島市東千石町 1-38

鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3 階

（099）224-3433

月～金 9 時 30 分～18 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

ワークサポートみなみ

〒890-0073 

鹿児島市宇宿 2-3-5 

オプシアミスミ 3 階

（099）257-5670

月～金 10 時 00 分～18 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

霧 島 わ か も の

ハ ロ ー ワ ー ク

〒899-5117 

霧島市隼人町見次 1229 

イオン隼人国分店 2 階

（0995）64-2251

月～金 10 時 00 分～18 時 30 分

土 10 時 00 分～17 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

姶 良 市

ふるさとハローワーク

〒899-5432 

姶良市宮島町 32-4 

（0995）67-8510

月～金 8 時 30 分～17 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

志 布 志 市

ふるさとハローワーク

〒899-7192

志布志市志布志町志布志 2-1-1

（099）471-1710

月～金 9 時 30 分～17 時 00 分

（祝日、年末年始を除く）

ハローワーク（公共職業安定所）の付属施設等一覧表
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※（出）は出張所、（分）は分室

地方運輸支局等 ※船員であった方で、離職後引き続き船員での就職を希望される方

地方運輸支局 所在地(郵便番号) 電話番号 管 轄 区 域

鹿児島運輸支局 892-0812
鹿児島市浜町 2 番 5-1 号

鹿児島港湾合同庁舎２階 (099)－222－5660 鹿児島県全域

ハローワーク
(公共職業安定所) 所在地 (郵便番号) 電話番号 管 轄 区 域

鹿 児 島 890-8555 鹿児島市下荒田 1 丁目 43－28 (099)－250－6060 鹿児島市、鹿児島郡

熊 毛 （ 出 ） 891-3101 西之表市西之表 16314-6 (0997)－22－1318 西之表市、熊毛郡

川 内 895-0063
薩摩川内市若葉町 4-24 
川内地方合同庁舎１階

(0996)－22－8609 薩摩川内市

宮之城（出） 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地 2035-3 (0996)－53－0153 薩摩郡

鹿 屋 893-0007
鹿屋市北田町 3-3-11 

鹿屋市産業支援センター1 階
(0994)－42－4135 鹿屋市、垂水市、肝属郡

国 分 899-4332 霧島市国分中央 1 丁目 4-35 (0995)－45－5311 霧島市、姶良市

大 口 （ 出 ） 895-2511 伊佐市大口里 768-1 (0995)－22－8609 伊佐市、姶良郡

加 世 田 897-0031 南さつま市加世田東本町 35-11 (0993)－53－5111
南さつま市、枕崎市、
南九州市のうち知覧町・川辺町

伊 集 院 899-2521 日置市伊集院町大田 825-3 (099)－273－3161 日置市、いちき串木野市

大 隅 899-8102 曽於市大隅町岩川 5575-1 (099)－482－1265 曽於市、志布志市、曽於郡

出 水 899-0201 出水市緑町 37-5 (0996)－62－0685 出水市、阿久根市、出水郡

名 瀬 894-0036 奄美市名瀬長浜町 1-1 (0997)－52－4611
奄美市、瀬戸内町、大和村、宇検村、

龍郷町、喜界町、和泊町、知名町、与論町

徳之島（分） 891-7101 大島郡徳之島町亀津 553-1 (0997)－82－1438 徳之島町、天城町、伊仙町

指 宿 891-0404 指宿市東方 9489-11 (0993)－22－4135 指宿市、南九州市のうち頴娃町

ハローワーク（公共職業安定所）一覧表

詳しい手続きについては、最寄りのハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。

※ 雇用保険の手続きは、月曜日～金曜日（休祝日・年末年始を除く）の８時 30分～17時 15分です。

※ ご来所の際は、駐車場が限られていますので、なるべく公共交通機関をご利用いただくようお願いいたします。

厚生労働省 HP に雇用保険の Q&A を掲載しておりますので、ご覧ください。

【URL はこちら】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
F-B10284

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。


